
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 暴 力 団 排 除 条 例 に 基 づ く 公 共 工 事 等 か

ら の 暴 力 団 の 排 除 に 係 る 措 置 に 関 す る 規 則 の あ ら ま し  

 

１  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 が 公 告 等 を 行 う 公 共 工 事 等 か ら 、 暴 力 団 の 排 除

を 図 る た め 、 暴 力 団 の 排 除 に 係 る 措 置 に 関 す る 事 項 を 定 め ま す 。  

 

２  こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。  

 

 


